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(57)【要約】
【課題】超音波観測画像の表示レンジに応じて、超音波
観測画像を生成し、超音波観測画像の表示更新（フレー
ムレート）を向上させる。
【解決手段】超音波観測装置３は、超音波駆動手段とし
ての送受信部３０、超音波観測画像データ生成手段とし
ての超音波信号処理部３１、CPU３２、メインメモリ３
３、２つのコンパクトフラッシュ（登録商標）メモリ（
CFメモリ）３４．３５、映像信号出力部３６、出力画像
生成部４、機器I/F部３８、キーボードI/F部３７及び超
音波走査範囲設定手段及び送波タイミング制御手段とし
てのタイミングコントローラ８を備えて構成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
超音波を送受する超音波振動子を備えた超音波プローブと、
　前記超音波振動子を駆動し、前記超音波を送波させると共に超音波エコー信号を受信す
る超音波駆動手段と、前記超音波駆動手段からの前記超音波エコー信号に基づいた少なく
とも超音波画像を有する超音波観測画像データを生成する超音波観測画像データ生成手段
とを備えた超音波観測装置と
　を有し、
　前記超音波観測装置は、
　前記超音波画像を表示する表示手段の表示範囲を制御する表示範囲制御手段と、
　前記表示範囲に基づいて、前記超音波駆動手段の走査範囲を設定する超音波走査範囲設
定手段と、
　前記表示範囲に基づいて、前記超音波駆動手段の前記超音波の送波タイミングを制御す
る送波タイミング制御手段と、
　を備えたことを特徴とする超音波観測システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、超音波観測システム、詳しくは超音波断層像により患部を観測する超音波
観測システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば特開平１１－３３０２９号公報に示すように、近年、生体内に超音波を放射し、
その反射超音波を受信して超音波画像を得る超音波診断装置は生体内の情報を切開するこ
となく行えるので、患部等の観察、診断或いは必要に応じて穿刺針による組織採取などに
広く用いられるようになった。
【特許文献１】特開平１１－３３０２９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来の超音波観測装置においては、モニタに観測結果である超音波観測
画像（例えば、Bモード断層画像）を表示する必要があるが、この超音波観測画像の表示
のフレームレートが、従来は固定のレートとなっていた。詳細には、図７に示すように、
超音波による走査距離に関係なく、音線データの１フレーム期間の所得回数が変わらない
ため、表示フレームレートを上げることができず、術者にとっては画像更新期間（フレー
ムレート）の短い画像でしか超音波画像が認識できず、観測に支障があったという問題が
ある。
【０００４】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、超音波観測画像の表示レンジに応じ
て、超音波観測画像を生成し、超音波観測画像の表示更新（フレームレート）を向上させ
ることのできる超音波観測システムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の超音波観測システムは、
　超音波を送受する超音波振動子を備えた超音波プローブと、
　前記超音波振動子を駆動し、前記超音波を送波させると共に超音波エコー信号を受信す
る超音波駆動手段と、前記超音波駆動手段からの前記超音波エコー信号に基づいた少なく
とも超音波画像を有する超音波観測画像データを生成する超音波観測画像データ生成手段
とを備えた超音波観測装置と
　を有し、
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　前記超音波観測装置は、
　前記超音波画像を表示する表示手段の表示範囲を制御する表示範囲制御手段と、
　前記表示範囲に基づいて、前記超音波駆動手段の走査範囲を設定する超音波走査範囲設
定手段と、
　前記表示範囲に基づいて、前記超音波駆動手段の前記超音波の送波タイミングを制御す
る送波タイミング制御手段と、
　を備えて構成される。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、超音波観測画像の表示レンジに応じて、超音波観測画像を生成し、超
音波観測画像の表示更新（フレームレート）を向上させることができるという効果がある
。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施例について述べる。
【実施例１】
【０００８】
　図１ないし図６は本発明の実施例１に係わり、図１は超音波内視鏡システムの構成を示
す構成図、図２は図１の超音波内視鏡システムの作用を説明するフローチャート、図３は
図２の処理を説明する第１の図、図４は図２の処理を説明する第２の図、図５は図２の処
理を説明する第３の図、図６は図２の処理を説明する第４の図である。
【０００９】
　図１に示すように、超音波観測システムとしての超音波内視鏡システム１は、体腔内に
挿入され超音波信号を送受する超音波プローブとしての超音波内視鏡２と、この超音波内
視鏡２の超音波素子（図示せず）を駆動し超音波エコー信号を信号処理して超音波画像を
生成する超音波観測装置３と、超音波観測装置３に対して各種指示信号を入力する表示範
囲制御手段としてのキーボード５とを備えて構成される。
【００１０】
　超音波観測装置３は、超音波駆動手段としての送受信部３０、超音波観測画像データ生
成手段としての超音波信号処理部３１、CPU３２、メインメモリ３３、２つのコンパクト
フラッシュ（登録商標）メモリ（CFメモリ）３４．３５、映像信号出力部３６、出力画像
生成部７、機器I/F部３８、キーボードI/F部３７及び超音波走査範囲設定手段及び送波タ
イミング制御手段としてのタイミングコントローラ８を備えて構成される。
【００１１】
　送受信部３０は、タイミングコントローラ８からのタイミング信号により、超音波内視
鏡２の超音波素子に対して駆動信号を送信し、超音波素子からの超音波エコー信号を受信
するものである。
【００１２】
　超音波信号処理部３１は、タイミングコントローラ８からのタイミング信号により、前
記駆動信号を生成するとともに、超音波エコー信号より各種超音波画像（例えばBモード
断層画像等）を生成する処理部である。
【００１３】
　ここで、超音波内視鏡２は、例えば、特開２０００－２７９４１５号公報に開示してい
るような機械走査式超音波振動子を備えた機械走査式超音波内視鏡により構成され、超音
波信号処理部３１はこの特開２０００－２７９４１５号公報に開示されている信号処理に
より、超音波エコー信号より各種超音波画像を生成する、公知の技術であるので、詳細は
省略する。
【００１４】
　また、超音波内視鏡２は機械走査式超音波内視鏡に限らず、例えば特開平７－１６３５
６１号公報（段落番号[0011]）に開示されている電子走査式の超音波内視鏡でもよく、そ



(4) JP 2008-253524 A 2008.10.23

10

20

30

40

50

の詳細は公知であるので、説明は省略する。
【００１５】
　CPU３２は、超音波観測装置３の全体を制御する制御部であり、メインメモリ３３に格
納されているシステムプログラムにより動作する。
【００１６】
　タイミングコントローラ８は、CPU３２の制御により送受信部３０の送受タイミング、
超音波信号処理部３１の処理タイミング、出力画像生成部７の生成タイミングを制御する
ものである。
【００１７】
　CFメモリ３４はCPU３２により起動されるアプリケーションプログラムを格納する記憶
部であり、CFメモリ３５は超音波信号処理部３１にて生成された超音波画像を格納する記
憶部である。
【００１８】
　出力画像生成部７は、タイミングコントローラ８からのタイミング信号により、超音波
信号処理部３１にて生成された超音波画像をキーボード５からの表示レンジに応じた表示
サイズに変換して映像信号出力部３６に出力するものである。
【００１９】
　映像信号出力部３６は、出力画像生成部７を介して、キーボード５からの表示レンジに
応じた表示サイズの超音波画像を観察モニタ４に出力するものである。
【００２０】
　機器I/F部３８は、超音波観測装置３に接続される、プリンタ装置（ビデオプリンタ）
や情報記録装置（画像ファイル装置）等の各種の周辺機器６とのデータを送受するインタ
ーフェイスである。
【００２１】
　キーボードI/F部３７は、キーマトリックス５０及びキーボードコントローラ５１から
なる前記キーボード５とのインターフェイスである。
【００２２】
　キーマトリックス５０は、表示レンジを指定する表示レンジボタン（図示せず）を含む
、データを入力するための複数のスイッチから構成されたスイッチ群により構成される。
【００２３】
　キーボードコントローラ５１は、キーマトリックス５０の複数のスイッチの操作状態の
管理及び前記キーボード５の全体を制御する制御部である。
【００２４】
　このように構成された本実施例の超音波内視鏡システム１の作用を説明する。超音波観
測装置３は、超音波内視鏡２及びキーボード５が接続され、図３に示すように、ステップ
S１にて検査が開始されると、CPU３２はステップS２にて、キーボード５の表示レンジボ
タン（図示せず）の設定が広域（モード）かどうか判断する。
【００２５】
　そして、表示レンジ（の設定）が広域（モード）と判断すると、CPU３２はステップS３
にて、タイミングコントローラ８のタイミングを高速（モード）に設定する。
【００２６】
　そして、またCPU３２はステップS４にて、図３に示すように、サンプリングタイミング
を高速（モード）に設定し、送受信部３０の送受域を広域（例えば半径9cmとする円領域
）にする。
【００２７】
　さらにCPU３２はステップS５にて、図４に示すようなデフォルトのフレームレートを、
図５及び図６に示すような超音波信号処理部３１の高速のフレームレートに（狭域表示に
対応）設定する。
【００２８】
　なお、CPU３２は、上記の送受域の狭域化及びフレームレートの高速化を、タイミング
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コントローラ８のタイミング信号に基づき実現する。
【００２９】
　次に、CPU３２はステップS６にて、出力画像生成部７を制御し、タイミングコントロー
ラ８のタイミング信号に基づき表示範囲データを読み出して、映像信号出力部３６に出力
することで、超音波画像を観察モニタ４に出力／表示する。
【００３０】
　そして、CPU３２はステップS７にて、検査の終了を検知するまで、上記ステップS２～S
７を繰り返す。
【００３１】
　一方、ステップS２において、表示レンジ（の設定）が広域ではなく狭域（モード）と
判断すると、CPU３２はステップS１０にて、タイミングコントローラ８のタイミングを低
速（モード）に設定する。
【００３２】
　そして、またCPU３２はステップS１１にて、図３に示すように、サンプリングタイミン
グを低速（モード）に設定し、送受信部３０の送受域を狭域（例えば半径6cmとする円領
域）にする。
【００３３】
　さらにCPU３２はステップS１２にて、フレームレートを、図５及び図６に示すような超
音波信号処理部３１の低速のフレームレート（広域表示に対応）に設定し、ステップS６
に進む。
【００３４】
　なお、CPU３２は、上記の送受域の広域化及びフレームレートの低速化を、タイミング
コントローラ８のタイミング信号に基づき実現する。
【００３５】
　このように本実施例は、キーボード５の表示レンジボタンの設定に基づき、走査領域及
びフレームレートの設定を自動的に行い、超音波画像を観察モニタ４に出力／表示するの
で、術者に対して所望の領域を違和感の無いフレームレートの超音波画像にて観察が行え
るという効果をもたらす。
【００３６】
　すなわち、本実施例は、超音波観測画像の表示レンジに応じて、超音波観測画像を生成
し、超音波観測画像の表示更新（フレームレート）を向上させることを可能とする。
【００３７】
　本発明は、上述した実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範囲に
おいて、種々の変更、改変等が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の実施例１に係る超音波内視鏡システムの構成を示す構成図
【図２】図１の超音波内視鏡システムの作用を説明するフローチャート
【図３】図２の処理を説明する第１の図
【図４】図２の処理を説明する第２の図
【図５】図２の処理を説明する第３の図
【図６】図２の処理を説明する第４の図
【図７】従来の超音波内視鏡システムの作用を説明する図
【符号の説明】
【００３９】
１…超音波内視鏡システム
２…超音波内視鏡
３…超音波観測装置
４…観察モニタ
５…キーボード
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７…出力画像生成部
８…タイミングコントローラ
３１…超音波信号処理部
３２…CPU
３３…メインメモリ
３４．３５…CFメモリ
３６…映像信号出力部
３７…キーボードI/F部
３８…機器I/F部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年1月24日(2008.1.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　このように構成された本実施例の超音波内視鏡システム１の作用を説明する。超音波観
測装置３は、超音波内視鏡２及びキーボード５が接続され、図２に示すように、ステップ
S１にて検査が開始されると、CPU３２はステップS２にて、キーボード５の表示レンジボ
タン（図示せず）の設定が狭域（モード）かどうか判断する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　そして、表示レンジ（の設定）が狭域（モード）と判断すると、CPU３２はステップS３
にて、タイミングコントローラ８のタイミングを高速（モード）に設定する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　そして、またCPU３２はステップS４にて、サンプリングタイミングを高速（モード）に
設定し、図３に示すように、送受信部３０の送受域を狭域（例えば半径6cmとする円領域
）にする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　一方、ステップS２において、表示レンジ（の設定）が狭域ではなく広域（モード）と
判断すると、CPU３２はステップS１０にて、タイミングコントローラ８のタイミングを低
速（モード）に設定する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　そして、またCPU３２はステップS１１にて、サンプリングタイミングを低速（モード）
に設定し、図３に示すように、送受信部３０の送受域を広域（例えば半径9cmとする円領
域）にする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２
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摘要(译)

要解决的问题：提供能够生成超声波观察图像并根据超声波观察图像的
显示范围更新显示的超声波观察图像（帧率）的超声波观察系统。 
ŽSOLUTION：超声波观察装置3具有作为超声波驱动装置的发送和接收
部分30，作为超声波观察图像数据产生装置的超声波信号处理部分31，
CPU 22，主存储器33，两个紧凑型闪存（CF存储器） （R）34和35，
视频信号输出部分36，输出图像产生部分4，装置I / F部分38，键盘I / F
部分37和定时控制器8，作为超声扫描范围设定装置和超声波传输定时控
制装置。 Ž
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